
品川区アピアランスケア支援事業実施要綱 

 

制定 令和５年５月１１日 要綱第１０４号 

改正 令和８年４月１日 要綱第   号 

（目的） 

第１条 この要綱は、がん等の疾病にかかる治療または傷病等に伴う外見（アピアラン

ス）の変化に悩みを抱えている患者等に対し、第３条１項１号から４号に規定する用

品（以下「アピアランスケア用品」という。）の購入またはレンタル（以下「購入等」

という。）に要する経費の一部または全部を助成することにより、がん等に罹患する

前と変わらず、地域社会で自分らしく生活ができるよう支援することを目的とする。 

 （助成対象者） 

第２条 助成の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次に掲げる要件のいず

れにも該当するものとする。 

⑴  第５条の規定による申請日の時点において、品川区の住民基本台帳に記載され

ていること。 

⑵  がん等の疾病にかかる治療または傷病等に伴う外見の変化により、アピアラン

スケア用品の購入等を必要としていること。 

⑶  他の法令等に基づく同種の助成を受けていないこと。 

⑷ 過去にこの要綱または他の自治体が実施するアピアランスケア用品の購入等に

係る同種の助成金の交付を２回以上受けていないこと。 

⑸ その他区長が必要と認めること。 

（助成対象経費） 

第３条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次に掲げるアピア

ランスケア用品の購入等の経費とする。ただし、購入のために要した交通費、郵送費

等は助成対象経費としない。 

⑴ ウィッグ（装着時に皮膚を保護するためのネットや帽子を含み、付属品およびケ

ア用品（クリーナー、リンス、ブラシ等をいう。）を除く。） 

⑵  補正下着、シリコンパッド等の胸部補正具 

⑶  エピテーゼ 

⑷  その他区長が必要と認めるもの 

 （助成金の交付額） 

第４条 助成金は、助成対象者１人につき１０万円を上限とする。ただし補助対象経費

の実支出額が１０万円に満たない場合はその実費とする。 

（助成金の交付申請等） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）はアピアランスケ

ア用品を購入した場合にあっては購入した日の翌日から起算して１年以内に、アピア

ランスケア用品をレンタルした場合にあってはレンタルに要した経費を支払った日



（当該日が複数ある場合は、最も早く支払った日）の翌日から起算して１年以内に、

品川区アピアランスケア支援助成金交付申請書兼口座振替依頼書（第１号様式）に次

に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。 

⑴  がん等の治療を受けていることを証する書類（診療明細書、お薬手帳、治療方針

計画書等の写し） 

⑵  アピアランスケア用品を購入等した日付および金額の明細がわかる書類（領収

書等） 

⑶  本人を確認する書類（助成対象者が未成年者または被成年後見人の場合、申請者

が助成対象者の法定代理人であることが確認できる書類の写し） 

⑷  その他区長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、助成対象者１人につき２回を限度とする。この場合にお

いて、１回に複数のアピアランスケア用品の購入等に要する経費を合算して申請でき

るものとする。 

（助成金の交付決定） 

第６条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の

交付が適当と認めるときは品川区アピアランスケア支援助成金交付決定通知書（第２

号様式）により、助成金の交付が不適当と認めるときは品川区アピアランスケア支援

助成金不交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（助成金の交付） 

第７条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を通知したときは、当該決定を受

けた者（以下「助成決定者」という。）が指定する金融機関口座への振り込みにより助

成金を交付するものとする。 

（助成金交付決定の取消し） 

第８条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金

の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

⑵ 助成金の交付決定の条件に違反したとき。 

⑶ 品川区暴力団等排除条例（平成２４年品川区条例第３４号）第７条の規定に基づ

き、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資すると認めら

れるとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに助成決

定者に対し、品川区アピアランスケア支援助成金交付決定取消通知書（第４号様式）

により通知するものとする。 

（助成金の返還） 

第９条 区長は、前条第１項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその

返還を命じることができる。 

(権利譲渡の禁止) 



第１０条 この要綱に基づく助成金の交付を受ける権利は、第三者に譲渡し、または担

保に供してはならない。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、健康推進部長が別に定める。 

   付 則 

 この要綱は、令和５年４月１日以後に購入した補正具の購入等の経費について適用す

る。 

   付 則 

１ この要綱は、令和８年４月１日（以下「適用日」という。）以後に行われたアピアラ

ンスケア用品の購入等の経費について適用する。ただし、改正後の第２条第４号の規

定の適用については、適用日前におけるこの要綱または他の自治体が実施するアピア

ランスケア用品の購入等に係る助成金の交付を受けた場合を含むものとする。 



第１号様式（第５条関係） 

品川区アピアランスケア支援助成金申請書兼口座振替依頼書 

 

年  月  日   

品川区長 あて 

                   〈申請者）     住 所                   

                          氏 名                   

                          助成対象者との関係             

                          電話番号                  

品川区アピアランスケア支援助成を受けるため、品川区アピアランスケア支援事業実施要綱第５条の規定

により、関係書類を添え申請します。助成金決定額は下記の口座へ振り込んでください。なお、申請するに当たり、住所

等の確認のために私の住民登録の閲覧や、必要がある場合に、関係機関への照会や診療明細を閲覧することについて同意

します。 

 ※申請者は助成対象者本人になります。（助成対象者が未成年または被成年後見人である場合は、助成対象者の法定代

理人が申請できます。） 

 

助成対象者 

フリガナ  生年月日 

氏  名  年   月   日 

住  所  

治療状況 

傷病名 医療機関名 主治医 治療方法 

   手術・放射線・化学療法 

その他（        ） 

助成対象経費 

（いずれか、または両

方の区分にご記入くだ

さい） 

区分 ウィッグ（ネット・帽子を含む） 胸部補正具・その他 

購入(ﾚﾝﾀﾙ)の年月

日・金額(税込み) 

ア（   年  月  日） 

          

  円 

イ（   年  月  日） 

 

             円 

助成金交付申請額 

（ア＋イ） 

(上限 10 万円。10 万円に満たない場合は購入実費（税

込み）) 

円 

他からの助成 （ 有 ・ 無 ） 

これまでの助成回数 

0 回・1 回（   年   月頃） 

限度額 １００，０００円 1交付決定額＊  

添付資料 

（添付した書類に☑を

つけてください） 

□治療等を受けていることを客観的に証明する書類の写し 

□アピアランスケア用品を購入等した日付及び金額の明細がわかる書類（領収書等） 

□申請者の本人確認書類の写し（個人番号ｶｰﾄﾞ、運転免許証、健康保険証等） 

※法定代理人が申請の場合、振込先は法定代理人の口座を記載してください。    ＊1 区の記入欄です。記入しないでください。 

振

込

先 

金融機関名 

銀行 

信用金庫 

信用組合 

本店 

支店 

出張所 

預金種別 

普通 ・ 当座 

フリガナ  
口座

番号 

       

口座名義 

（※申請者名義） 

 

 



第２号様式（第６条関係） 
 

  年  月  日   
 
         様 
 
      品川区長          □印  
 
 

品川区アピアランスケア支援助成金交付決定通知書 
 
 
  年  月  日付で申請のあった品川区アピアランスケア支援助成金の

交付については、品川区アピアランスケア支援事業実施要綱第６条の規定に基

づき、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 
 

記 
 
1．助成金決定者  
 
2．助成金決定額 金          円 
 
3．その他 助成金は、  月  日以降に指定のあった金融機関の口座にお振

り込みをいたします。 
 
 
 



第３号様式（第６条関係） 
 

  年  月  日   
 
         様 
 
      品川区長          □印  
 
 

品川区アピアランスケア支援助成金不交付決定通知書 
 
 
  年  月  日付で申請のあった品川区アピアランスケア支援助成金の

交付については、品川区アピアランスケア支援事業実施要綱第６条の規定に基

づき、交付しないことに決定したので通知します。 
 

記 
 
１．氏  名 
 
 
２．住  所 
 
 
３．不交付の理由 
 
 
 

 



第４号様式（第８条関係） 
 

  年  月  日   
 
         様 
       品川区長         □印  
 
 

品川区アピアランスケア支援助成金交付決定取消通知書 
 
 

 年  月  日付で交付決定した品川区アピアランスケア支援助成金に

ついては、品川区アピアランスケア支援事業実施要綱第８条の規定により交付

決定を取り消したので、同条第２項の規定に基づき通知します。 
 

記 
⑴  その他区長が必要と認める書類 

 
１ 交付決定の取消し 
（１）交付決定取消額 

         円 
（２）取消理由 
  
 
 
 
 
 

 


